
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業・イベントが変更・中止となる場合があります。詳しくはHPなどでご確認ください。

※この記事は1月17日現在のもので、変更する場合があります。　＊ワクチン接種は強制ではありません。
新型コロナウイルスワクチン 追加接種（3回目）のお知らせ新型コロナウイルスワクチン 追加接種（3回目）のお知らせ 接種1回 要予約無料

　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。食
べ物を捨てることはもったいないことで、環境にも悪い影響を与えることになり
ます。買い物や外食の前に「もったいない」がないか、チェックしてみましょう！

暮らしにSDGsを取り入れよう！
エス・ディー・ジーズ

食品ロスを減らすためにできることVol.4

1 ご家庭では
　食べきれない食材は早めに冷凍し、
余った分はフードバンクなどに寄付し
ましょう。食べ物
もお金も無駄にな
りません。

2 外食時は
　お腹いっぱいで食べきれないときは、
お店と相談して持ち帰りを検討しましょ
う。少量メニューや
ハーフサイズの活
用もオススメです。

今日からできる！誰でもできる！

◆各接種場所の予約方法

取扱医療機関

接種を希望される取扱医療機関に直接ご予約
ください。
取扱医療機関は、大阪市HP、コールセンター
からご確認ください。

大阪市
集団接種会場

インターネットまたはコールセンターから予
約ができます。

◆�ワクチン接種の予約・接種スケジュールや接種会場などは、大阪
市HPやLINE等でお知らせしています。

LINEアカウント
「大阪市新型コロナ対策」大阪市HP

問合 �大阪市新型コロナワクチンコールセンター�
（受付時間：9：00～21：00　土日祝含む）�
☎0570-065670�または�☎6377-5670�
0570-056769

追加接種（3回目）を希望される方へ

※�国からのワクチンの供給状況等により、発送計画を変更する場合があります。

　追加接種（3回目）は、2回目接種完了から、原則8か月（注）以上経過した18歳以上の方を対象に行っております。
　対象の方には、接種可能日の前週を基本に「新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目接種）のご案内」を住民票所在地
に順次発送します。接種券が届いた方から、予約・接種ができます。接種券の発送の日程は、大阪市HPでお知らせします。

　同封の予防接種済証（臨時接種）は、ワクチンを接種した事実を証明する大事
な書面となりますので、大切に保管してください。（別途写真などでの保管を
おすすめします。）

追加接種（3回目接種）のご案内（黄色の封筒）に、次の書類を同封
しています。
①予診票（追加接種用）【接種券一体型予診票】
②予防接種済証（臨時接種）
③追加接種（3回目接種）のお知らせ
④予防接種説明書（追加（3回目）接種用）

お
送
り
す
る
も
の

接種券の発行（再発行）申請について
　2回目接種後に他自治体から大阪市に転入した方などで、8か月を経過して
も接種券が届かない場合は、接種券の発行申請を行ってください。また、紛失・
破損等した方は、接種券の再発行申請が必要です。再発行を希望する方は、大
阪市行政オンラインシステム、コールセンターまたは郵送で申請ができます。

（注）�国の方針に基づき、2回目接種完了からの接種間隔が前倒しとなった場合
は、その間隔に応じた接種に努めていきます。具体的なスケジュールは、
大阪市ホームページでお知らせします。

マスク・
手洗いも
忘れずに！
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※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨等するものではありません。


